
 

 

 

 

 



 

大垣市民病院医療連携ネットワークシステム利用規定  

（名称） 

第１条 大垣市民病院の診療情報を共有するための医療連携システムの名称は、大垣市民病院

医療連携ネットワークシステム（以下「医療連携システム」という。）といい、医療連携シ

ステムの呼称は、「オーエムネット（ＯＭＮｅｔ）」とする。 

 

（目的）  

第２条 この利用規定は、医療連携システムの円滑な運用を行うとともに、質の高い安全な診

療の提供を可能とするために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（利用者） 

第３条 利用者とは、あらかじめ利用者登録を行い、許可された医師・歯科医師とする。 

 

（利用者の責務） 

第４条 利用者は、医療連携システムを通じて入手した診療情報については、適正に利用する

とともに、診療目的での閲覧以外には、いかなる複製・保存・公開・提供をしてはならない。 

２ 利用者は、医療連携システムに関する情報セキュリティに十分注意し、ＩＤ番号、パスワ

ードを利用者以外に使用させてはならない。 

３ 利用者は、医療連携システムに接続する端末には、セキュリティを維持し、システムを安

全に稼働させるためにウィルス対策ソフトを導入し、常に最新のパターンファイルに更新し

なければならない。 

 

（システムの利用資格） 

第５条 医療連携システムが利用できるのは、第３条に定める登録を完了した、医師・歯科医

師とする。 

２ 医療連携システムの利用を希望する医師・歯科医師（以下「利用希望者」という。）は、

「大垣市民病院医療連携ネットワークシステム利用者登録申請書兼誓約書（以下「利用者登

録申請書兼誓約書」という。）（様式第 1号）」を大垣市民病院長（以下「病院長」という。）

に提出しなければならない。 

３ 病院長は、医療連携システムの利用希望者に対して利用者登録申請書兼誓約書の内容を確

認し、「大垣市民病院医療連携ネットワーク利用申請結果通知書（様式第２号の１、様式第

２の２）」により、利用希望者に通知しなければならない。 

４ 病院長は、医療連携システムの利用希望者に対して利用を許可する場合は、医療連携シス

テムにアクセスするためのＩＤ番号・パスワードを、利用を許可しない場合は、その理由を

付して利用希望者に通知するものとする。 

５ 医療連携システムの利用にあたっては、病院長が行う所定の講習会を受講しなければなら

ない。 



 

６ 利用者は、医療連携システムの利用を取り止める場合、「大垣市民病院医療連携ネットワ

ークシステム利用者登録廃止届（以下「利用者登録廃止届」という。）（様式第３号）」を

病院長に届出しなければならない。 

 

（利用資格の取消） 

第６条 医療連携システムの利用者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪

失する。 

 (１) 利用者登録廃止届を提出し承認されたとき。 

 （２）法令等に違反したとき。 

 (３) 医療連携システムの情報の取り扱いが不適切であり、かつ、指導にもかかわらず改善

が認められないとき。 

（４）その他、医療連携システムの利用者に該当しなくなったとき。 

 

（利用時間） 

第７条 医療連携システムの利用は、３６５日常時可能とする。ただし、定期的な保守を行う

場合は、事前にホームページに運用の停止を掲載するものとする。 

２ システム障害により、不定期に必要となった保守点検・修理の際は予告なく運用を停止す

るものとする。 

 

（利用料金）  

第８条 医療連携システムの利用者は、当初に構築したシステムを利用したサービスについて

は、利用者に費用の負担はないものとする。 

 

（閲覧できる情報） 

第９条 医療連携システムで閲覧できる情報は、次のとおりとする。 

(１) 処方（内服、注射） 

（２）放射線システムに入力した画像・レポート 

（３）検体検査結果 

  (４) 診療情報提供書 

  (５) 退院サマリ 

  (６) 処置に関する情報 

  (７) 心電図検査結果 

 

（接続環境） 

第１０条 医療連携システムの接続環境は、利用者が準備するインターネット回線を用いるも

のとする。 

２ 医療連携システムのセキュリティを保つために、ネットワーク接続時にＩＤ、パスワード



 

を用いて、ＳＳＬ－ＶＰＮによる暗号化通信を行うものとする。 

３ ネットワーク接続時に、利用者の端末にウィルス対策ソフトウェアがインストールされて

いるかどうかをシステムでチェックし、対策が行われている端末のみ接続できるものとす

る。 

４ 一定時間、医療連携システムのアクセスが行われていない場合、自動的にネットワークを

切断するものとする。 

 

（必要な機器・ソフトウェア） 

第１１条 医療連携システムを利用するための端末は、利用者が準備し、医療連携システム専

用の端末とする。 

２ 利用する端末のＯＳ及びブラウザは、別に定めるものとする。 

３ 利用者は、端末にウィルス対策ソフトウェアを準備、インストールしなければならない。 

４ 医療連携システムを利用する端末は、ファイル交換ソフトがインストールされていないも

のを使用すること。 

 

（システムの管理体制） 

第１２条 医療連携システムの事務に関する問い合わせについては、よろず相談・地域連携課

へ、システムの問い合わせについては、医事課医療情報グループへ連絡するものとする。 

２ 利用者は、システムに障害が発生した場合には、速やかに病院長に連絡するものとする。 

３ 病院長は、システム障害に関し、利用者への連絡及びホームページへの掲載を行うものと

する。 

４ 病院長の管理する医療連携システムのサーバ等に障害が発生した場合は、システム復旧の

ための間、システムの利用を中断するものとする。 

 

（責任の分界点） 

第１３条 医療連携システムにおける病院長の責任の範囲は、医療連携システムのサーバ、Ｓ

ＳＬ－ＶＰＮ装置、利用者の医療連携システムを利用する端末にインストールするＳＳＬ－

ＶＰＮソフトウェア、及びＤＩＣＯＭビューアソフトウェアまでとする。 

２ 利用者の責任の範囲は、医療連携システムを利用する端末により、病院長が管理するシス

テムにコンピュータウィルスを感染させる事故、及びファイル交換ソフトウェアにより大垣

市民病院の診療情報を漏えいさせる事件等、利用者によるパソコン設定に起因する場合とす

る。 

３ 利用者または病院長は、システムの障害、事故が発生した場合は、その原因について調査

を行い、協議により損害費用を算定して責任の割合に応じて負担するものとする。 

 

（個人情報保護） 

第１４条 利用者は、医療連携システムを利用する際、以下のガイドライン等を遵守するもの



 

とする。 

① 医療職として遵守すべき医師法などの法令 

② 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」 

③ 大垣市個人情報保護条例 

２ 利用者は、医療連携システムを利用者以外の関係者に対し、情報の覗き見を防止しなけれ

ばならない。 

３ 利用者は、医療連携システムを利用するにあたり、個人情報の漏えい等により個人の権利

利益が侵害されないように、医療連携システムを取り扱わなければならず、利用者の過失に

よって当該個人情報に係る個人の権利利益を侵害した場合は、それによって生じた損害を賠

償する責任を負うものとする。 

 

（患者の同意） 

第１５条 医療連携システムにおいて診療情報を取り扱うときは、事前に「大垣市民病院医療

連携ネットワークシステム患者同意書（以下「患者同意書」という。）（様式第４号の１、大

垣市民病院が使用するときは様式第４号の２）」により、カルテの閲覧に係る患者本人（未

成年者にあっては本人及びその法定代理人）の同意を得なければならない。 

２ 前項の同意は、患者の自署により得なければならない。 

３ 利用者は、患者の同意を得たときは「個人情報外部提供申請書」に患者同意書を添付して

病院長に提出するものとする。 

 

（同意の撤回） 

第１６条 前条の規定によりカルテの閲覧に同意した患者が、同意を撤回しようとするとき

は、「大垣市民病院医療連携ネットワークシステム患者同意撤回届（以下「患者同意撤回届」

という。）（様式第５号の１、大垣市民病院が使用するときは様式第５号の２）」を病院長

へ提出するものとする。 

 

（意思表示のできない患者） 

第１７条 第１５条の規定に関わらず、心身の障害により意思表示をすることができない患者

については、病院長が当該患者の生命、身体又は健康を守るため緊急又はやむを得ないと認

めたときは、当該患者の診療情報を利用者に提供することができる。この場合において、成

年被後見人の法定代理人その他病院長が適当と認めた者の同意を得るものとする。 

２ 前項の規定により同意を得たときは、個人情報外部提供申請書に代理人同意書を添付して

病院長に提出するものとする。 

３ 前２項の規定は、同意を撤回する場合について準用する。 

 

（システムの機能変更） 

第１８条 医療連携システムの良好な運用を維持するために、必要なプログラムの修正を行



 

い、定期的に機能向上を行うものとする。 

２ 前項の規定により変更又は停止するときは、利用者に対し事前にその旨を連絡するものと

する。ただし、緊急その他に理由があると認めるときは、この限りでない。 

 

 （利用規定の変更） 

第１９条 この利用規定の変更は、大垣市民病院医療連携ネットワーク委員会において取り扱

い、出席した委員の３分の２以上の賛成を経て、委員長の承認を得なければならない。 

２ 前項の規定により変更するときは、利用者に対し、その旨を医療連携システムを通じて連

絡するものとする。 

 

（協議） 

第２０条 医療連携システムについて、疑義が生じた場合は、利用者と病院長が協議して定め

るものとする。 

 

（その他） 

第２１条 この利用規定に定めるもののほか、必要な事項については、病院長が別に定める。 

 

附 則 

この規定は、平成２４年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この規定は、平成２６年６月１６日から施行する。 

  附 則 

この規定は、平成２７年３月１６日から施行する。 

  附 則 

この規定は、令和元年８月２０日から施行する。 

 


